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３次評価での指摘事項等及び意見
（◆は行政評価検討委員会としての指摘事項・改善要望項目、◎は各委員の意見）

◆目標値は、直近の最高率であるＨ６年度の93.7％を目指すこと。
◆滞納の原因の分析を行い、収納率向上のための解決策について、具体的に示すこと。
◆本施策の目的が被保険者の健康保持や健康増進であるため、それらを図るための指標や
目標値設定を保健所と連携を図りながら行うこと。

◎効率性の評価は、市民負担の増を考慮すると、評価が甘いのではないか。
◎近隣市と比較して、本市収納率が低い原因の分析は行っているのか。

保険高齢部 国民健康保険課

○ 滞納処分の強化 不動産及び預金債権等１７５件
○ 休日納税相談及び臨戸督励の実施 １０回
○ 電子納付及びコンビニ収納の開始
○ 電話による納付督励事業の開始
○ 財産調査の強化
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１次評価 ２次評価

これまでの
取組

国民健康保険制度の充実に向けて

国民健康保険制度は、農業従事者、自営業者、無職の人等、職域に係る健康保険や各種共
済組合に加入していない人々を対象とするもので、国民皆保険を実施するわが国医療保険制
度の基盤的な役割を果たしている。これら被保険者の健康保持・増進を目的として、国保は運
営されている。

国保をはじめ医療保険制度は、保険税収入が伸び悩む一方高齢化や医療技術の高度化等
により医療費は増加の一途をたどるなど、その財政運営は極めて厳しい状況となっている。平
成１７年度には一般会計から財政支援として繰入金が６２億円と一般会計の財政運営を圧迫
し、他の様々な事業に大きな影響を与えている。

氏名

３次評価の
指摘事項を
踏まえた
課題整理

○ 本市の県内各市との比較では、平成１５年度が１９市中１５位であったが、平成１８年度は
１１位と４ランク上昇することができた。
収納率は、比較的加世帯の多い保険者は低い傾向にある。（別紙 県内収納率等調書参照）



○ 平成２０年度から実施する「特定健康診査・特定保健指導」の受診率についての指標を
策定する。

実施の時期 平成１９年度末までに

実施の時期 平成１９年度末までに
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改善項目
「指標の
設定 」

改善項目
「○○○」

○ 滞納者に対する預金及び勤務先に対する給与調査を強化し、財産の把握に努める。
○ 把握した財産の滞納処分を強化する。

○ 滞納整理及び滞納処分を更に強化する。
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具体的な
改善方策

○ 国保の加入世帯の前年度所得の、２００万円以下の比較的低所得者が全体の６４．５
パーセントを占めている状況にある。
このような状況から、依然として納税環境は厳しく早急な収納率の向上は見込めない。
よって、各年度において収納率を対前年度比０．５ポイント以上の向上を目指し、平成２７年
度には９４パーセントとする。

実施の時期 平成２７年度末までに


